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概要 

 本稿では、韓国における一般企業の農業への参入およびその現況に着目した。その結果、

韓国においては、農外資本の比率が高い企業はその経営規模が比較的大きいゆえに、経営

の効率化に伴う生産性の向上が図られる傾向にあることがわかった。法人の農地所有に関

する法整備においては、従来の韓国では非農業者の参入障壁が高い傾向にあった一方、1990

年以降農地取得要件が徐々に緩和され、現在では多くの農外資本が農業に参入している。

韓国での農外資本の農業参入の成果を考慮すると、農外の一般企業による農地所有権の取

得は、農業生産を向上させる可能性がある一方で、企業の業績悪化に伴う撤退や、投機的

動機による参入等のリスクも存在すると考えられる。 

 

キーワード 農地政策，農地取得要件, 企業の農業参入，法人の農地取得，韓国 

 

１. はじめに 
韓国の食料自給率は、長期にわたり低下傾向にある。したがって、韓国の農業政策にお

いては、少子高齢化および都市等への人口流出に伴う農業人口の減少および後継者不足、

ひいてはこれらに起因する農業生産の伸び悩みへの対処が喫緊の課題となっている。他方

で、これらの課題への解決の一助として、長年にわたり規制されてきた農外の一般法人の

農地取得要件を緩和した上で、農業への参入を促すことにより、農業生産の向上を図る政

策が注目されている。本稿では、韓国における農業が有する特徴およびその政策の移り変

わりを参照する。以下では、韓国農業がおかれている現状および同国内における地域別農

業の特徴について、地形・気候、農家の高齢化、農業の労働生産性および土地生産性とい

った側面からその概要を述べる。 

韓国はユーラシア大陸の東部、北緯 33 度 7 分から 38 度 37 分（実効支配地域）に位置す

る。韓国の大部分の地域が温帯に属し、四季がはっきりしている。朝鮮半島の気候は、冬

には大陸性高気圧による北西からの風の影響で寒く、かつ乾燥しており、夏は高温多湿な

北太平洋高気圧の影響で蒸し暑い日が続く。春と秋は移動性高気圧の影響で晴れてかつ湿

度が低い日が多い傾向にある。したがって、降水は夏に集中しており、とりわけ年間の降
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水量の約 43%が 7・8 月に集中するほどである。また、朝鮮半島は山地が全体の約 70%を

占めるが、韓国の実効支配地域の北東に位置する太白山脈と中央部の北東から南西にかけ

て位置する小白山脈を中心として分布する。それゆえ、平野は比較的狭く、その大部分は

これらの山脈から外れた西海岸および南海岸側に分布する（大矢・金, 1989）。以上より、

総体的にみると、韓国の気候・地理的条件は、日本、特に太平洋側のものに近いものと考

えられる。このような気候条件もあり、韓国における農業は稲作が中心となっている（縄

倉, 2015）。加えて、図 1 のように、韓国では農業労働者数が減少傾向にある。さらに、農

家の高齢化が進捗しており、図 2 のように、農家の高齢化率（全農業従事者数に対する 65

歳以上の農業従事者の比率）が年々上昇する傾向にある。 

このように、地形・気候に代表される地理的条件、人口動態の変化による後継者不足等、

韓国は農政において日本と概ね同様の課題を抱えている。韓国においても同様の政策が注

目されており、1990 年代以降、農地の所有条件を緩和し、農外資本の農業への参入を促し

てきた。そこで本稿では、韓国農業およびその農政の変遷に焦点を当てた上で、農外の一

般企業による農業への参入が農業生産等に与える影響についての議論を行う。 

以下、第２節では、本稿の研究対象である韓国におけるこれまでの農業および農業政策

の移り変わりについて述べる。第３節では、現在、韓国農政がおかれている状況を説明す

る。第４節では、1990 年代以降、韓国政府が貿易自由化に対処するための農業改革の一環

として推し進めてきた、法人、ひいては農外資本による農業への参入について述べる。最

後に、第５節で本稿を総括する。 

 

２. 韓国における農業と農業政策の変遷 

2.1 韓国における農業の変遷 

近年、韓国の農業は高齢化、農業従事者および農家数の減少などの問題に直面している。

農業およびその政策の変遷について、パク他（2011）は韓国農業の変遷を５期間（第１期

（制度整備期、1948～1967 年、第２期（増産農政期、1968～1977 年）、第３期（所得農政

期、1978～1985 年）、第４期（構造農政期、1986～1997 年）、第５期（開放農政期、1998 年

～現在））に分類した（深川, 2018）。 

図 1 によると、1960 年、1970 年において、韓国の農業労働者数は 1400 万人程度である。

したがって、1948～1967 年の制度整備期において、農業労働者数は安定していた可能性が

ある。1970 年以降、農業労働者数は急速に減少しているが、これは増産農政期である 1968

～1977 年に一連の政策（農工併進、農漁民所得増大特別措置法推進、農地拡張事業、セマ

ウル運動推進、緑の革命と高米価政策、そして粗穀自給達成）を推進した結果である（深

川，2018）。その結果、食糧自給は達成されたが、農業労働者数は減少の一途を辿っている
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（図 1）。加えて、図 3 のように、農家数も長期的に減少傾向にある1。1978～1985 年の所

得農政期に、農業の高齢化率は 5％から 10％程度まで上昇したとみられる（図 2）。この時

期に、農業労働力は減少し、農業に機械を導入し、図 4 のように、労働生産性は上昇した

ものの、それにより、農家数（図 3）と農業人口はさらに減少した。1986～1997 年の構造

農政期に韓国における市場開放が進み、競争が激しくなり、高齢化と農業人口の減少は深

刻になった一方、図 4 の通り、土地生産性と労働生産性は大幅に上昇した。 

ここで、韓国における土地生産性および労働生産性の推移について整理すると、図 4 の

通り、土地生産性は 1960 年代半ばから 1990 年代半ばにかけて漸進的に上昇する傾向にあ

る一方、労働生産性は 1970 年代以前こそ停滞していたものの、1980 年代初頭から 1990 年

代半ばにかけて急激な上昇を見せており、対照的な推移となっている2。 

 韓国の場合は、1960 年代半ばから 1970 年代にかけては、土地生産性こそ上昇したもの

の、土地装備率はさほど上昇しなかったため、労働生産性は伸び悩んだ（金, 1986）。他方

で、1960 年代半ばから 1970 年代にかけてコメの品種改良が進んだ点等を背景に、土地生

産性が改善した。韓国農業は、1970 年代においては修理体制が十分整っていない等の理由

で機械化が遅れていたものの、1980 年代以降農業労働力の減少等を背景に機械化が急速に

進展した（倉持, 1994; 近藤, 2015）。それゆえ、1980 年代から 1990 年代半ばにかけて土地

装備率が改善し、労働生産性が上昇した3。このように、韓国では土地生産性が改善した後

に土地装備率が改善するという経路を辿っているが、これは、低所得国の場合は人口成長

率が高く、非農業が未発達で農業労働力の吸収力が低いため農業労働人口の絶対数が増加

することで土地装備率は上昇しないが、経済が発展し所得が高くなると、非農業部門にお

ける労働吸収力が強くなり、農業労働力が減少するため土地装備率が改善するとした速水・

神門（2002）の説明と概ね整合的である。 

1998 年以降、韓国は開放農政期に入った。この時期に実施された構造政策の成果により

大規模農家が出現したものの、農村社会は大規模農家と零細高齢農家への二極化が進むと

 
1 ただし、図 3 に示す通り、韓国における専業農家比率は一貫して５割を上回っており（2021
年は約 58.4%）、1950 年以降一貫して専業農家比率が５割を下回る（農林水産省，各年）日本

より専業農家比率が高い傾向にある点に注意されたい。 
2 速水・神門（2002）によると、労働生産性は、Y/L=(A/L)*(Y/A)のように表される。ただし、

Y は農業の総算出、A は農用地面積、L は有業者数を表し、労働生産性は Y/L、土地生産性は

Y/A、土地装備率（土地労働比率）は A/L とそれぞれ表される。つまり、労働生産性を上昇さ

せるには、生物・化学的（BC）技術（品種改良・肥料・農薬等）により土地生産性を上昇させ

るか、機械（M）技術により資本や農業機械等で労働を資本に代替することで土地装備率を改

善するかのいずれかが必要となる（速水・神門, 2002; 荏開津・鈴木, 2020）。 
3 図 4 の通り、1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて労働生産性が停滞している時期があ

るが、近藤（2015）は、コメの機械化一貫体系が成熟し，停滞の段階に入ったことが一因では

ないかと推察している。 
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いう課題を抱えることになる（深川，2018）。図 5 によると、1970 年から 2020 年まで、韓

国における農地面積は一貫して減少傾向にある。農業労働者の高齢化率は 2000 年に約 22%

まで達し（図 2）、農業労働者数は 1960 年の約 1400 万人から 2000 年の約 403 万人までに

減少した。一方、農地所有と企業参入の制限が緩和され、図 6 の通り、韓国における農業

法人数は 2009 年以降大幅に増加している。それとともに、土地生産性は 1990 年代半ば以

降ほぼ横ばいに転じる一方、労働生産性は長期的にみると引き続き上昇傾向にある。これ

は、高土地生産性を追求してきたアジア型農業から、産業構造の転換に起因する労働力不

足および貿易自由化の流れにより、従来の性質である高土地生産性を維持しつつも、高労

働生産性を追求する新大陸型農業の要素を併せ持つ形態へと移行しつつある日本農業（山

口, 1988; 山口他，2020）と類似した傾向である。 

戦後の韓国の農地改革は、農地所有の上限規定による耕地規模の零細性の固定化、農地

所有の上限規定や法人の農地所有禁止に伴う営農規模の拡大意欲の阻害をもたらし（金・

尹, 1988）、一世帯当たりの農地面積を小規模にとどめた。一方で、韓国の農地改革は、経

済的インセンティブを強化することによって農業生産を増加させた（Jeon and Kim, 2000）。

小規模な農地の保有者は（食料の消費者として）農産物の価格上昇リスクを嫌い懸命に生

産する一方、広い農地を持つ農家はむしろそのリスクを好んで生産抑制を行いうるため、

土地生産性と農場の大きさは反比例する（Barrett, 1996）。以上より、韓国は土地の狭さと

農地改革の功罪（農業生産を増加させた一方、経営規模の拡大を阻害した）等により、高

い土地生産性を実現したと考えられる。 

韓国においては、稲作は主な農産活動である。稲作に従事する農家は、機械化や大型化

が進んだため、ある程度の規模を持たないと専業農家として生き残ることが難しくなった

（深川，2018）。図 7 によると、コメは生産量が一番多い作物であるが、コメを含むすべて

の作物の生産量は不安定である。これは韓国における農業労働力の不足および農家の二極

化に起因するものと思われる。 

2.2 韓国における農業政策の変遷 

韓国においては、独立直後の 1949 年に制定された「農地改革法」および 1950 年の「農

地改革法施行令」により従前存在した小作制度が廃止され、自作農を原則とした制度とな

った。その後、Korean Law Information Center（1972）、李（2005）によると、1973 年に「農

地保全および利用法」が施行され、韓国の農地政策は、従前より制定されていた「農地改

革法」等が規定する自作農主義と併せて、農地の保全主義を規定するようになった。一方

で、金・尹（1988）によると、このような農地制度には、農地所有の上限規定による耕地

規模の零細性の固定化、農地所有の上限規定や法人の農地所有禁止に伴う営農規模の拡大

意欲および農業の機械化・合理化の阻害、そして農地を売却する代わりに都市の不在地主
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の農地を小作するという事実上の小作制の復活という問題点が存在した。 

他方、李（2005）によると、韓国政府は、1980 年代半ば以降農産物の輸入開放政策が本

格化するに際して、外国からの農産物の輸入開放への対応を迫られる。それゆえ、上記の

問題点に対処するために、農地所有の流動化により農業の規模を拡大し、農業の生産性な

らびに競争力の向上を図るようになる。具体的には、1989 年に「農漁村発展総合対策」を

制定することで農地の流動化を促進し、また、1990 年に「農漁村発展特別措置法」を施行

することで、法人の農地所有を可能とし、原則として個人の農家のみに農地所有を認め、

また農地の保全を規定したこれまでの韓国における農地所有制度を大きく転換した。 

このように、1980 年代半ば以降、韓国の農政当局は農地の規模拡大を促進するために農

地の流動化を推し進めており、このような規定を盛り込んだ農地法を制定したいと考えて

きた。しかし、倉持（2004）によると、農地の投機的売買に対する懸念や、これまでの自

作農主義を守るという立場に基づく反対意見があったため、農地法の制定が 1994 年（施行

は 1996 年）にずれ込んだ。 

Korean Law Information Center（1994）によると、1996 年に施行された農地法第 2 条第 3

項では、1990 年の「農漁村発展特別措置法」にて導入された法人の農地所有、具体的には、

農業法人制度として認可された二つの組織形態である「営農組合法人」と「農業会社法人」

について改めて規定を行っている。具体的には、「農業会社法人」は、(a) 合名・合資・有

限会社に限る、(b) 資本の過半は農業資本でなければならない、(c) 法人の代表は農業者で

なければならない、(d) 業務執行権を有する者の半数以上は農業者でなければならないと

規定されていた。また、1996 年農地法第 7 条では、通常、同法第 30 条に基づく農業振興

区域の外に位置する農地の保有は 3 万平方メートルに制限されていたところ、「営農組合

法人」は、3 万平方メートルと農業者である組合員の人数の積に相当する面積を保有する

ことが可能であると規定されていた。この農地法の制定等により、一定程度の農地規模の

拡大や法人化が図られるようになった。 

また、2003 年に施行された農地法では、第 2 条第 3 項の「農業会社法人」の制限のう

ち(a)が撤廃され、株式会社の農地所有が可能となった。加えて、これまで第 7 条で制限さ

れていた農業従事者の農地保有制限を全面的に撤廃することで、大規模農業を積極的に推

進することとなった（Korean Law Information Center，2002）。加えて、2006 年に施行された

農地法では、当該制限のうち(b)も撤廃され、資本構成の上では非農業者でも自由に影響力

を行使することが可能となった（Korean Law Information Center，2005）。なお、樫原（2016）

によると、韓国政府は 2003 年に「FTA ロードマップ」を策定しており、その方針の一つと

して農産物を含む FTA の対象分野の拡大を掲げていたとのことである。したがって、上記

の農地法改正は、自由貿易の拡大が見込まれるゆえ、農業の競争力強化のために農業を生
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業としない企業の農業への参入、農地規模の拡大等の促進を図ったものと考えられる。 

さらに、2009 年に農業部門に対する民間資本の投資・流入を活性化することを目的と

して農地法が改正された（李，2013）。改正により、当該制限のうち(c)も撤廃され、(d)の要

件も「3 分の 1 以上」に緩和された（Korean Law Information Center, 2010）。この改正につい

ては、2008 年に発足した李明博政権において、「内需中心の農業から輸出中心の農業への

転換」をスローガンとして、農産物の自由貿易に対処するために大規模な企業的経営体の

育成を政策目的として掲げたことに起因する。これらの規制緩和により、非農業者の農業

法人への出資ならびに参画が容易となったことで、近年の韓国では、農業を生業としない

企業の農業への参入が顕著にみられるようになっている。 

 

３. 韓国の農業政策の現状 

近年、韓国が自国の農業を過度に保護しているという指摘がなされており、実際にアメ

リカ合衆国のトランプ前大統領が、WTO において韓国を含む国民所得の高い主要国の一

部が農業部門に関して開発途上国としての権利を有する現状を批判している（Ahn and O, 

2019）。このような貿易自由化の課題に対処するため、韓国の農林畜産食品部では、農産物

の輸出を促す政策を実行している。とりわけ、新型コロナウイルス感染拡大以降は、海外

における需要が高まっているキムチや高麗人参に代表される機能性発酵食品や家庭用イン

スタント食品の研究開発、マーケティングの強化に尽力している。また、オンラインにお

ける流通経路の拡大に取り組んだ上で、輸出業者とバイヤーが通信できる企業間のプラッ

トフォームを強化する、今後も高い経済成長が見込まれるインドや ASEAN 諸国における

マーケティングを強化した上で、オーストラリアやヨーロッパ等の先進国の市場を開拓す

るという輸出市場の多様化、そして品質・鮮度の向上、在庫管理・物流管理、イメージの

向上によって生鮮農産物の輸出競争力強化を図っている（Ministry of Agriculture, Food and 

Rural Affairs, 2021）。 

加えて、2010 年代末以降、企業の農業への参入を促進し、また農業に参入する企業の経

営の安定を図るため、農業分野における社会的企業の設立ならびに運営を奨励する政策を

推進している（Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2022）。さらに、農業労働力の

不足を補うため、都市部から農村部への移住を希望する住民を支援するプログラムを策定

し、農村部への定住を図っている。具体的には、都市から地方への移住のための農業の基

礎に関する技術の修得等のための訓練、若い移住者のための長期研修、農業スタートアッ

プ企業への訓練という各プログラムを用意した上で、費用の 70％を政府が負担する

（Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2019）。この政策が功を奏し、韓国では近年

都市部から農村部への移住が増加傾向にあり、特に 30 代の移住は 2021 年に過去最高を記
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録した（Oh and Lee, 2021）。 

 このような輸出促進政策、農業生産の向上を促すための政策が功を奏し、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響もあり全体の輸出量が減少傾向にあるにもかかわらず、農業の輸出

額に限っては 2020 年以降も増加傾向にある。特に、2021 年において、韓国の農業輸出は

初めて 100 億ドルを超えた（Ahn, 2020; Lee, K., 2021; Arirang News, 2021）。以上の理由によ

り、韓国において近年の農業政策が一定程度成果を上げていると評価することができる。

ただし、農業会社法人の設立要件が緩やかであり、投機目的等で設立された実態のない農

業会社法人が存在する（オ, 2021）、農地が投機的動機で悪用されている（Lee, H., 2021）と

いう指摘もあり、評価に際してはこれらの点を考慮する必要があろう。 

 

４. 韓国の法人農地取得の変遷 

韓国においては、貿易自由化に対処するための農業構造改革の一環として、1990 年に

農業法人制度を導入した。その際、「委託営農会社」と「営農組合法人」という二つの組織

形態が認可された。当初前者は農作業の受託に特化し、農家に対する営農の便宜を図る組

織であった（李, 2014; 李, 2019）が、1994 年に「農業会社法人」と改称され、以後は企業

的農業経営体と規定されるとともにその事業範囲や出資条件、そして農地所有条件におけ

る農業組合法人との差異がおおむね解消された（李, 2019）。一方、後者は農業経営の合理

化により農業生産性向上と農家所得の増大を図ることを目的とする（李, 2014）法人と規定

された。 

 農業会社法人には合名・合資・有限・株式会社の形態があり、2 人以上の農業者あるい

は非農業者（ただし、非農業者の出資分は総出資額の 10 分の 9 を超えてはならない）によ

って組織の設立が可能となる。2013 年現在の事業範囲は農業経営および付帯事業、共同利

用施設の運営、農産物の共同出荷・加工・輸出、農作業の代行に加え、営農資材の生産・

供給、種苗生産および種菌培養事業、農産物の買い取り・備蓄事業、農業機械の賃貸・修

理・保管、灌漑施設管理事業となっている。一方、営農組合法人はその結成に農業者 5 人

以上が必要であり、非農業者は議決権のない準組合員としての出資のみが認められる（李, 

2013）。事業範囲は農業経営および付帯事業、共同利用施設の運営、農産物の共同出荷・加

工・輸出、農作業の代行（李, 2013）であり、現在の事業範囲は農業会社法人より限定され

ている。 

 また、農業会社法人・営農組合法人ともに農地所有を行うことが可能である。以下では

農業会社法人の農地所有条件について述べる。2003 年に韓国において農地法が改正される

以前は、合名・合資・有限会社のみに農地所有が認められていたが、同年以降は株式会社

の農地所有が可能となった（李, 2019）。また、2009 年に農地法が改正される以前は、法人
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の代表が農業者である必要がある上、業務執行権を有する者の半数以上が農業者である必

要があったが、改定により前者は削除され、後者は半数以上から 3 分の 1 以上に条件が緩

和された。また、2011 年における改正において、従来非農業者の出資分は総出資額の 9 分

の 1 を超えてはならないと規定されていたところ、その限度が 10 分の 9 へと大幅に緩和

された（李, 2013）。これらの規制緩和により、農業における非農業者の出資が容易となっ

たことで、農業を生業としない企業の農業への参入が顕著にみられるようになった。実際

に、韓国では、とりわけ先端科学技術に関する分野が注目を集めており、韓国の有名 IT 企

業であるカカオとネイバーが農産物の直売事業に参入する、LG グループや現代グループ

といった財閥が農業に参入するなど、活発な動きが存在する（李, 2013; チェ・イ, 2016; 李, 

2019）。 

 韓国において 2014 年時点で農業者以外の資本を有する農業法人は 3,546 法人となってお

り、これは全体の 24％を占める数値であるが、2004 年時点での 379 法人に比して顕著に増

加がみられる。とりわけ農業会社法人において顕著な増加がみられ、2004 年に 91 法人で

あったものが 2014 年に 2,177 法人となった（李, 2019）。上述の通り、営農組合法人におい

ては非農業者は議決権を行使できないのに対し、農業会社法人においては非農業者の出資

が大幅に緩和され、また議決権の行使も可能であることから非農業者が法人に対して影響

力を及ぼしやすいことが関係しているものと考えられる。  

 企業の農業参入には大きな利点がある。農業を生業としない企業の出資比率ごとに経営

状況を比較すると、事業収入、資産・負債・資本といった財務状況、売上高や利益をみる

と、いずれも農業資本の比率が低いほど値が高い（李, 2019）。したがって、農外資本の比

率が高い企業ほどその経営規模が大きいといえる。さらに、自己資本利益率（ROE）、労

働生産性とも農業以外の資本が高い企業ほど高い値を示しており（李, 2019）、農業を生業

としない企業の資本比率が高いほど効率的な経営・生産を行っており、また財務状況も安

定していると考えられる。これは、企業の農業への参入を促した方が、豊富な資金力を生

かした効率的な経営を行い、また生産性を高めることも可能となるため、自由貿易下にお

いて自国の農業競争力を高めることを示唆する。また、とりわけ食料自給率の低い韓国に

おいては、効率的な農業生産の促進により気候変動や主要な輸入国内における紛争等の事

情で万が一輸入が激減した場合における対処が可能となる。それゆえ、企業の農業参入は

リスク管理、自国の食料安全保障という観点からも有効である、と捉えることも可能であ

る。 

一方で、農業を生業としない企業の農業への参入に対する批判も存在する。李（2013）

は、企業の経営悪化に伴い農業生産部門から撤退されるリスクが存在するという不安定性

や、農地所有の規制緩和が農地投機や転用を促す可能性を指摘している。実際に、財閥系
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に代表される農外資本の大企業が経営不振により撤退する事例も散見される。例えば、中

堅財閥である東部グループ（現・DB グループ）は、1995 年に韓農を買収し、2010 年に東

部韓農（後に東部ファーム韓農と社名変更）を発足させ、これまで農薬と肥料部門に留ま

った農業事業を拡大したものの、不採算事業とみなされ、2015 年 4 月に事業を LG に売却

の上で4撤退した（パク，2015）。また、2010 年に設立された LG グループのコンジアム・

イェウォンが徐々に事業を縮小し、2020 年には売上がほぼゼロになるなど、事実上の撤退

に追い込まれている（シン・ぺ，2022）。また、上述の農業会社法人の規制緩和は主に李

明博政権下の「農業先進化」政策によるものであるが、同政策は自由貿易下において農業

の競争力増進を図ることを主な目的としており、市場自由化の一層の推進と大企業優先の

農政であるという批判も根強い（柳・吉田, 2011）。実際に、先述の東部ファーム韓農は、

京畿道華城市において先端ガラス温室を用いてトマトを栽培していたが、大企業優先の農

政の象徴とみなされ、地元の反対もあり同所から撤退した（シン，2013; 中央日報，2013）。 

 

５. おわりに 

本稿では、農家の少子高齢化をはじめとした日本農政が抱える諸課題を解決する一助と

なることを目的として、地理的諸条件および人口の自然動態・社会動態等において類似し

た環境下におかれた韓国農業およびその農政、そして農地取得要件の緩和が韓国農業に与

えた影響に注目した。その概要は以下の通りである。 

1980 年代以前、韓国では農地所有に厳しい制限が存在した。具体的には、農地所有の上

限や法人の農地所有などの規制が存在した。しかし、1980 年代半ば以降、外国からの農産

物の輸入開放への対応に迫られたゆえ、法人の農地所有を許可するなどの政策を相次いで

施行した。このように、韓国は農地の流動性を上げ、規模拡大を促進することで、農業の

生産性ならびに競争力を向上させた。さらに、2009 年に農地法が改正されて以降、農地を

所有できる法人の一形態である「農業会社法人」の設立条件が大幅に緩和された。韓国で

は、これらの規制の緩和により、非農業従事者が農業法人に出資し、参加することが容易

になったため、農業を専門としない企業の農業への参入が顕著に増えている。 

 韓国における企業の農業参入を概観すると、農外資本の比率が高い企業は経営規模が大

きい傾向があり、財務状況も安定していると考えられる。農業生産面から見れば、豊富な

資金力を活用して効率的な経営を行い、生産性を高めることができるため、自国の農業競

争力を強化することが示唆されている。さらに、2010 年代末以降、農業の担い手不足を解

 
4 東部ファーム韓農の後身であるファーム韓農（2023）にも、東部グループからの系列の分離等につい

て記載されている。  
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消するため、都市部から農村部への移住を望む住民を支援するプログラムが策定され、農

村地域に定住する取り組みが進んでいる。この政策が一定の成果を上げ、最近では韓国に

おいて都市部から農村部への移住が増加している。 

従来は非農業者の農業への参入障壁が高かった日本でも、2014 年に「中山間農業改革特

区」として国家戦略特別区域に指定された兵庫県養父市において、農業以外の資本の参入

を促進する政策を採用している。当該政策の効果が認識されたこともあり、2023 年 5 月に

法人農地取得事業の構造改革特区移行に係る特区法改正が交付され、2023 年 9 月に施行さ

れた結果、地方自治体の意向により、国の審査を経て、当該自治体の区域内で一般企業に

よる農地所有権の取得が認可されるようになった。このように、日本でも、養父市の国家

戦略特区指定を契機に非農業者の参入条件が緩和されつつある。 

韓国における企業の農業参入の成果を踏まえると、その有効性は日本においても同様で

あると考えられるため、農業生産の向上という観点からみると望ましい傾向であろう。他

方で、一般企業による農地所有権の取得を全国一律に認める場合、個人農家が不利益を被

る可能性がある。加えて、韓国と同様に、投機的動機による農外資本の参入や、経営悪化

による撤退のリスクが存在する。したがって、非農業者の農業への参入を促進する政策を

採用するに際しては、そのメリットとデメリットを比較衡量した上で、慎重に議論し、検

討することが求められるであろう。 
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図 1 韓国における農業労働者数の推移（1960 年～2020 年） 

 
出所：韓国農林部（1961, 1971）、韓国農水産部（1981）、韓国農林水産部（1991，1996）、

韓国統計庁（2001, 2006, 2011, 2016, 2021）より著者作成。 
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図 2 農業労働者の高齢化率（65 歳以上）の推移（1970 年～2020 年） 

 

出所：韓国農林部（1961, 1971）、韓国農水産部（1981）、韓国農林水産部（1991，1996）、

韓国統計庁（2001, 2006, 2011, 2016, 2021）より著者作成。 
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図 3 韓国における農家数の推移（総農家数は 1985 年～2021 年、総農家数以

外は 1991 年～2021 年） 

 

出所：韓国統計庁（各年 a）より著者作成。 

注: 韓国では、営利を目的に年間 30 日以上農業以外の仕事に従事した世帯員がいない農家

を「専業農家」、営利を目的に年間 30 日以上農業以外の仕事に従事した世帯員がいる農家

を「兼業農家」と分類している。また、兼業農家のうち、農業総収入が農業外収入（兼業

収入及び事業以外の収入）を上回る農家を「第一種兼業農家」、兼業農家のうち農業総収入

が農業外収入を下回る農家を「第二種兼業農家」としている。 
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図 4 韓国における土地生産性・労働生産性の推移 

(a) 土地生産性の推移（1962～2021 年） 

  
(b) 労働生産性の推移（1963～2021 年） 

 
出所：韓国統計庁（各年 b; 各年 c; 各年 d; 各年 e）より著者作成。 

注：土地生産性は農業付加価値額を耕地面積で、労働生産性は農業付加価値額を農林業従

事者数でそれぞれ除すことで算出している。また、土地生産性・労働生産性はいずれも農

産物価格指数（基準年は 2015 年）を用いて実質化している。 
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図 5 韓国における農地面積の推移（1976 年～2021 年） 

 
出所：韓国統計庁（各年 f）より著者作成。 
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図 6 韓国における農業法人数の推移（2000 年～2017 年） 

 
出所：韓国農林畜産食品部（各年）より著者作成。 
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図 7 韓国における主要作物の生産量の推移（1980 年～2021 年） 

 

出所：韓国統計庁（各年 g）より著者作成。 
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